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災害の発生の防止又は軽減に関しては、計画規模の降雨で発生する洪水を安全に流下させるため、河道の

整備を行う。

計画規模を越える降雨や整備途上における洪水等が発生した場合においても、被害を 小化するために、

関係機関や流域住民へ情報伝達をするとともに、関係機関と連携し、災害時のみならず平常時から防災意識

の向上や水防活動の充実に努める。

２. 河川整備の目標に関する事項
２.２ 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
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宇治川工区は過去の豪雨による水害に対して、河道整備を実施し1/70規模の70%河道が概成しているが

、天神ヶ谷川工区においては一部、局部改良事業による河川改修が行われたのみであり、平成14年9月の豪

雨では時間 大雨量75mmを記録し、甚大な浸水被害を受けた。

そこで、近年の水害を契機に整備区間の計画河道の早期完成を目指すこととし、天神ヶ谷川工区において

も宇治川工区と同様に1/70規模の70%河道を整備し、社会的、経済的な被害の軽減を図り、河川環境の保

全や親水性を高め、住民に親しまれる川づくりを目的として、宇治川の河川整備を実施するものである。

３. 河川の整備の実施に関する事項
３.１ 河川工事の目的、種類及び施工の場所

宇治川工区　L=１,７００ｍ

河床掘削・護岸工

天神ヶ谷川工区　L=1,020m

河道拡幅・築堤・河床掘削・
護岸工・圧力管路1ヶ所・橋梁
架替9橋、撤去2橋

宇治川

・ 宇治川工区（L=1,700m、3k/300～5k/000区間）
（河床掘削・護岸工）

・ 天神ヶ谷川工区（L=1,020m、宇治川合流点よりJR 交差部）
(河道拡幅・築堤・河床掘削・護岸工・圧力管路1箇所・
橋梁架替9橋、撤去2橋)
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宇治川における計画対象流量は下図の値とし、宇治川は指定区間下流端において１３０m3/s、天神ヶ谷川

は宇治川合流点において３５m3/sとする。また、基準点は枝川水位観測所の位置する西浦地点とする。

３.２ 計画対象流量及び基準点
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みお筋・植生
みお筋を確保し、また現況河床土の
覆土による在来植物の適正な繁茂を
促すことにより、水生昆虫等の生息
環境を創出し、保全する。

護岸
護岸は環境保全型ブロッ
クとし、植生を施す。

築堤
張芝を施工し、周辺の風
景に溶け込んだ河川風景
を創出する。

天神ヶ谷川工区では、河道拡幅、築堤、河床掘削、護岸工、橋梁架替を実施し、計画対象流量が安全に流

下できる河道断面を確保する。

なお、当該工事により圧力管路の改築を国道横断部で実施し、橋梁架替は9橋で行い、統合により2橋を撤

去する。

３.３ 当該工事により設置される河川管理施設の機能の概要
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図 標準断面図（0k/160付近）

図 標準断面図（0k/500付近）

仁淀川水系宇治川河川整備計画

水路トンネル
国道及び土佐電鉄軌道は現状のままで、水圧管
路を施工する。

築堤
張芝を施工し、周辺の風
景に溶け込んだ河川風景
を創出する。

みお筋・植生
みお筋を確保し、また現況河床土の覆土による
在来植物の適正な繁茂を促すことにより、水生
昆虫等の生息環境を創出し、保全する。

図 標準断面図（0k/420付近）


